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第一編 請負工事標準歩掛 
第１章 積算基準 

第１節 請負工事積算基準 

1-1-1 適用範囲 

(1) 本基準書は堺市上下水道局（以下「局」という。）の発注する工事（水道施設の建設工

事、委託設計等含む。）の積算に適用する。 

(2) 本基準書に記載のない事項については、水道事業実務必携（全国簡易水道協議会）（以下

「実務必携」という。）、建設工事積算基準（堺市建設局）」（以下「市基準」という。）、下

水道用設計標準歩掛表（公益社団法人 日本下水道協会）（以下「下水道歩掛表」という。）、

積算基準（設備編）（大阪広域水道企業団）、経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表（一

般社団法人 日本工業用水協会）、国、都道府県または各協会で定めたものによる。 

(3) 見出し（章節番号、段落番号等を含む）については、実務必携に準拠している。なお、

本基準書独自の事項については見出し番号を追加している。 

(4) 設計変更又は出来高設計をする場合は、当初設計時の積算基準及び単価表を適用するも

のとする。ただし、市場価格が著しく変動した場合は別途措置することがある。 

(5) 出来高精算扱いとした工事で、積算基準改正又は単価改定の適用日以前に施行伺を起案

し（又はこれに準ずる手続をし）、決裁のあった工事については、すべて改正前の積算基準

及び改正前の単価表を適用するものとする。 
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第２節 工事費の積算 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 機械・電気設備工事については下水道歩掛表の「第 2 巻 ポンプ場・処理場 Ⅰ下水道用機械設

備請負工事費積算要領並びに同積算基準、Ⅱ下水道事業における機械設備請負工事費積算基準の

運用」及び「第 2 巻 ポンプ場・処理場 Ⅰ下水道用電気設備請負工事費積算要領並びに同積算基

準、Ⅱ下水道事業における電気設備請負工事費積算基準の運用」を適用する。 

ただし、材料費については下水道歩掛表に代わり以下の内容を適用する。 

・機器価格及び材料価格は、原則として、設計積算開始日における市場価格とする。 

・支給品の評価価格は、設計積算開始日における市場価格又は類似品価格とする。 

また、下水道歩掛表に記載のない内容については本基準書第 2 節で定めたものによる。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1-2-1 直接工事費 

1-2-1-1 材料費 

材料費は、工事を施工するために必要な材料の費用とし、その算定は次の(1)及び(2)に

よるものとする。 

(1) 数量 

数量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算するものと

する。 

(2)価格 

価格は、原則として、設計積算開始日における市場価格とし、消費税等相当額は含ま

ないものとする。設計書に計上する材料の単位あたりの価格を設計単価といい、設計単

価は、物価資料等を参考とし、買入価格、買入れに要する費用及び購入場所から現場ま

での運賃の合計額とするものとする。 

当初の支給品の価格決定については、官側において購入した資材を支給する場合、現

場発生資材を官側において保管し再使用品として支給する場合とも、設計積算開始日に

おける市場価格または類似品価格とする。 

なお、設計単価は、物価資料（「WEB 建設物価」、「積算資料電子版」をいう。）掲載

価格、資材調査単価または見積りをもとに、原則として下記により決定するものとし、

実勢の価格を反映するものとする。 

また、工事の規模、工種、施工箇所及び施工条件等から下記によりがたい場合は、事

前に協議のうえ別途決定する。 

1) 物価資料による場合 

物価資料に記載されている材料の単価の決定は、実勢価格の安価な方を採用する。 

ただし、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格とする。 

なお、適用時期は毎月とする。 

また、公表価格として掲載されている資材価格は、メーカー等が一般に公表している

販売希望価格であり実勢価格と異なるため、積算に用いる単価としない。 
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ただし、公表価格で、割引率（額）の表示がある資材は、その割引率（額）を乗じた

（減じた）価格を積算に用いる単価とする。 

2) 資材調査単価による場合 

1)によりがたい場合、単価の決定は資材調査単価によるものとする。 

3) その他 

 1),2)によりがたい場合、単価の決定は市基準によるものとする。 

1-2-1-2 労務費 

(1)所要人員、(2)労務賃金、(3)夜間工事の労務単価、(4)休日作業の労務単価は、実務必

携を適用する。但し、配管工の労務賃金については以下の①②のとおりとする。 

 ①労務単価 

水道事業実務必携に基づき、「公共工事設計労務単価」に４％を加算した額を使用する。 

②適用範囲 

水道事業実務必携及び水道工事積算基準書の歩掛を用いた単価のみに適用する。 

1-2-1-3 直接経費 

直接経費は、工事を施工するために直接必要とする経費とし、その算定は次の(1)から

(4)までによるものとする。 

(1)特許使用料 

実務必携を適用する。 

(2)水道光熱電力料 

実務必携を適用する。 

(3)機械経費 

実務必携を適用する。 

(4)仮設材損料 

仮設材の損料もしくは、賃料を計上する。 

 

1-2-1-4 諸雑費及び端数処理 

   (1)諸雑費 

1）諸雑費の定義 

当該作業で必要な労務、機械損料及び材料等でその金額が全体の費用に比べて著しく

小さい場合に、積算の合理化及び端数処理を兼ねて一括計上する。 

2)代価表 

     ①代価表（歩掛表に諸雑費率があるもの） 

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効４桁となるように原則として所定の諸雑

費率以内で端数を計上する。 

     ②代価表（率でない諸雑費があるもの） 

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効４桁となるように原則として端数を計上

する。 



 

 

1-4  

 

③金額は「諸雑費」の名称で計上する。 

3）内訳書 

  諸雑費は計上しない。 

(2)端数処理 

① 代価表の各構成要素の「数量×単価＝金額」及び単位当り金額は１円までとし、１

円未満は切り捨てる。ただし、施工パッケージ型積算方式による積算単価は、代価表

内で有効数字４桁（５桁目以降切り上げ）とし、その単価を内訳書に代入する際には

小数第２位未満は切り捨てるものとする。 

「数量×施工パッケージ型の単価＝金額」は小数第１位までとし、２位以下は切り

捨てる。また施工パッケージ型の単価とそうでないものとを合算する代価表の単位当

り金額は小数第１位までとし、２位以下は切り捨てる。 

内訳書の各構成要素の「数量×単価＝金額」は１円までとし、１円未満は切り捨て

る。 

② 機械賃料の長期割引補正における端数処理は、有効数字３桁とし、４桁目以降を切り

捨てる。 

③ 歩掛における計算結果の端数処理については、各々に定めのある場合を除き、小

数第３位までとし、４位以下を四捨五入する。 

④ 共通仮設費率の率計上の金額は 1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。 

⑤ 現場管理費の金額は 1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。 

⑥ 工事価格は、1,000円単位とする。工事価格の 1,000円単位での調整は、一般管理

費等で行う。なお、複数の諸経費又は一般管理費等を用いる場合であっても、各々の

諸経費又は一般管理費等で端数調整（1,000 円単位で切捨て）するものとする。ただ

し、単価契約は除くものとする。 

 

1-2-2 間接工事費  

1-2-2-1 総則 

     この算定基準は、間接工事費の算定に係る必要な事項を定めたものである。間接工

事費の構成は、実務必携を適用する。 

・家屋調査費は、間接工事費及び一般管理費の率計算の対象外とする。 

     ・環境計量測定分析費は、現場管理費、一般管理費の率計算の対象外とする。 

 

1-2-2-2 共通仮設費 

(1)工種区分 

実務必携を適用する。 

(2)算定方法 

実務必携を適用するが、5)間接工事費等の項目別対象表の（注）（ロ）、（ヘ）について

は次のとおりとする。 

（ロ） 管材費とは水を直接輸送（導送配水及び排水）する管類とその接合材料、
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仕切弁、消火栓、空気弁等の弁類、管路の一部となる電磁流量計等の管路

付属設備の費用を言い、仮設配管も含める。 

ボックス類、仕切弁等の継足棒および振れ止め、ポリエチレンスリーブ、

明示テープ、埋設標識シート、保温チューブ、防蝕テープ、さや管、エア

ーバッグ止水工法用エアーバッグ、超音波式や挿入式など管路とみなせな

い流量計 、次亜塩素注入設備、水位計・圧力計・水質モニター（機器に

至る導水管及び排水管は管材料とする）等は、管材料とみなさないものと

する。 

また、管材とは管等の内面が水に接する材料であるが、受配水池のステン

レス鋼板、耐震目地などについては、管類ではないため管材料としない。 

（ヘ）現場発生品とは、同一現場で発生した資材を物品管理法で規定する処理を

行わず再使用する場合をいう。 

工事に伴って発生する、鉄屑、鉛屑は現場発生品として取り扱う。 

 (3)共通仮設費の率分 

1)共通仮設費の率分の積算 

共通仮設費の率分の算定は、原則として実務必携に記載のとおりとする。ただし、算出

された額が最低限度額に達しないときは、最低限度額の範囲内において増額することがで

きる。 

2)共通仮設費率の補正 

実務必携を適用する。 

3)最低限度額 

共通仮設費の率計算による額の最低限度額を 45,000円とする。 

4)共通仮設費率に含まれる費用 

共通仮設費率に含まれる費用は、原則として実務必携に記載のとおりとする。なお、公

共基準点保全作業についても共通仮設費率に含まれる。 

 

(4)－1 運搬費 

運搬費の積算方法については、市基準を準用する。ただし一部は次のとおりとする。 

1)運搬費の積算 

① 建設機械器具の運搬等に要する費用 

（ロ）仮設材等（鋼矢板、アルミ矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 

（リ）レンタル仮配管及びその弁栓ボックス等の運搬 

④建設機械等の運搬基地・距離 

     運搬距離は原則として工事場所が所在する区の区役所から工事現場までの距離とし

１往復計上する。ただし、最寄りの区役所では実態にそぐわないときは別途考慮する。 

 また、レンタル仮配管及びその弁栓ボックス等の運搬については、レンタル仮配管業者

の指定地から工事現場までの距離を１往復計上する。 

2)積算方法 
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① 共通仮設費に計上される運搬費 

（ロ）積上げ項目による運搬費 

b. 仮設材等（鋼矢板、アルミ矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 

ただし、敷鉄板については敷鉄板設置撤去工で積上げた敷鉄板を対象とする。 

e. レンタル仮配管及びその弁栓ボックス等の運搬 

レンタル仮配管及びその弁栓ボックス類については見積り額を計上する。 

③支給品の運搬 

支給品の運搬について、起点を定めることができない場合は、局（百舌鳥梅北町）を

起点とし片道のみを計上する。 

 

1-2-3 現場発生品および支給品運搬 

実務必携を適用する。 

 

1-2-4 一般管理費等 

1-2-4-4 一般管理費等率の補正 

(1)～(3)については実務必携を適用するが、別表-5については次のとおりとする。 

別表-5 契約保証に係る一般管理費等率の補正 

保証の方法 補正値

（％） ケース１：発注者が金銭的保証を必要とする場合。 0.04 

ケース２：発注者が役務的保証を必要とする場合。 0.09 

ケース３：ケース１及び２以外の場合。 補正しない 

注１ 一般工事については、原則としてケース１を適用する。 

２ ケース３は以下の場合に適用する。 

・｢堺市契約規則｣ 第２８条の１に該当するとき 

・「堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱｣ 第１５条に該当するとき 

・地方公営企業法施行令 第２１条の１４第１項第５号の規定（緊急の必要により競争入札に

付すことができないとき）により随意契約を行うとき 

３ 契約保証費を計上する場合は、原則として当初契約の積算に見込むものとする。 

 

1-2-7-2 雨休率 

雨休率について、降雨の影響を受けない作業は市基準に記載の「降雨日数」「各地区における特

殊条件」を除いて考慮している。 

また、降雨の影響を受ける作業は「各地区における特殊条件」を除いて考慮している。 

 

1-2-8 週休 2日工事に要する費用の積算 

「堺市上下水道局週休2日制工事試行要領(土木工事及び機械・電気設備工事)」及び「堺市上下

水道局週休2日制工事実施要領（営繕工事）」を適用する。 

 

1-2-10 市場単価方式による週休 2日取得に要する費用の計上に関する補正係数 
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「堺市上下水道局週休2日制工事試行要領(土木工事及び機械・電気設備工事)」及び「堺市上下

水道局週休2日制工事実施要領（営繕工事）」を適用する。 
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第３節 数値基準 

1-3-1 数値基準 

１．総則 

(1)  積算に関する数値の基準は原則として実務必携及び市基準によるものとするが、本節

に記載する事項を優先する。また、本基準書、実務必携及び市基準を除く基準書を用い

て積算する場合は当該基準書の数値基準を優先する。 

(2)  数量並びに工事用材料の単位及び最終数位は本節次表又は当該基準書各表によるもの

とし、最終数位以下は四捨五入する。 

(3)  設計数量が表示数位に満たない場合及び工事規模、工事内容等により、設計表示数位

が不適当と判断される場合（小規模工事等）は有効数位第１位の数量を設計表示数位と

する。 

(4)  構造物の計算に用いる角度は分止めとし、法長率、三角関数、弧度は四捨五入して、小

数第３位止めとする。ただし、特別詳細に計算する必要があるときは、小数第５位止め

とする。 

(5)  算式通算における乗除はフリー計算とし、その結果について小数第４位を四捨五入、

３位止めとし、トータルにおいて特記本節次表又は当該基準書各表に定められた数位止

めとする。 

 (6)  各数量は、長さ、垂直方向を厚さ及び深さ、他を幅にとり、個々に算出する。設計数

量は内訳書毎に集計し、同一の単価項目もしくは同一内容の代価項目においては集計した

値とする。 
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設計書の数値基準表 

区分 種別 単位 数位 

土工 掘削・埋戻し ｍ3 ※Ａ 

基礎工 基礎砕石 ｍ2 ※Ａ 

コンクリート工 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｍ3 0.1 

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 ｍ2 0.1 

型枠工 ｍ2 0.1 

取り壊し工 構造物取り壊し工 ｍ3 0.1 

仮設工 アルミ矢板建込 ｍ 0.1 

鉄鋼 鉄筋、形鋼、鋼板 t 0.001 

管材料 

鋳鉄管 本 １ 

ボルト 本 １ 

配水用ポリエチレン管 本 １ 

ポリエチレン 2層管 ｍ 0.1 

ビニル管（呼び径 50㎜以下） ｍ 0.1 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 
枚 

ｍ 

１ 

0.1 

管明示テープ・シート 
巻 

ｍ 

※Ｂ 

0.1 

その他 

残土・廃路盤処分 ｍ3 ※Ａ 

残塊処分 ｍ3 ※Ａ 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分 ｍ3 ※C 

泥水処理 ｍ3 ※Ａ 

(ｱ) ※A １。ただし１０未満の場合は０．１ 

(ｲ) ※B １。ただし１未満では有効数位 

(ｳ) ※C ０．１。ただし処分地毎の最低受入数量積算は一式計上 
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第２章 開削工事歩掛 

第２節 土留工 

2-2-7 土留歩掛表（アルミ矢板たて込み） 

下水道歩掛表を適用する。 

 

2-2-8 支保歩掛表（軽量金属製・アルミ矢板使用時） 

下水道歩掛表を適用する。 
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第３節 鋳鉄管布設工 

2-3-3 メカニカル継手歩掛表  

第 3表         （１口当り）〔実務必携、局〕  

呼び径 

（mm） 

配管工 

（人） 

普通作業員 

（人） 
諸雑費 

モルタル充填工 

配管工 

（人） 

普通作業員

（人） 

モルタル量

（ｍ３） 

実務必携のとおり 

備考についても、実務必携のとおりとするが、堺市上下水道局発注工事においては、以下につ

いて特に定める。 

1. 離脱防止型継手は、３０％増しとする（モルタル充填工を除く）。 

2. 特殊継手は、１０％増しとする。 

3. ＦＴ形継手は、「実務必携 2-3-5フランジ継手歩掛表 JWWA 10K」を準用することとする。 

 

2-3-3-2 メカニカル継手歩掛表（耐震型補強金具） 

（１口当り）〔実務必携準用、局〕 

呼び径 

(mm) 

配管工 

(人) 

普通作業員 

(人) 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 

必要数(ｍ) 

粘着明示ﾃｰﾌﾟ 

必要数(ｍ) 

埋設標識 

ｼｰﾄ(ｍ) 
諸雑費 

７５以下 

2-3-3 ﾒｶﾆｶﾙ継手 

歩掛表 

０.６ １.２ １.０ 

労務費 

の１％ 

１００ ０.６ １.５ １.０ 

１５０ ０.６ ２.１ １.０ 

２００ ０.６ ２.８ １.０ 

２５０ ０.６ ３.４ １.０ 

３００ ０.６ ４.１ １.０ 

３５０ ０.６ ４.７ １.０ 

４００ ０.６ ５.３ １.０ 

４５０ ０.６ ６.０ １.０ 

５００ ０.６ ６.６ １.０ 

６００ ０.６ ７.９ １.０ 

７００ ０.６ ９.２ １.０ 

８００ ０.６ １０.５ １.０ 

９００ ０.６ １１.８ １.０ 

１,０００ ０.６ １３.１ １.０ 

備考 1．ポリエチレンスリーブ、粘着明示テープ、埋設標識シートの設置手間も上記歩掛に含

む。 

2. 使用材料は非耐震継手の外周から設置する耐震型補強金具（継手補強金具）とし、本

労務の歩掛を３５％増しする。 

3. 諸雑費には、滑材、接合器具損料を含む。 
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2-3-5-2 フランジ継手歩掛表（耐震型補強金具） 

（１口当り）〔実務必携準用、局〕 

呼び径 

(mm) 

ボルト

数 

（本） 

配管工 

(人) 

普通 

作業員 

(人) 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 

必要数(ｍ) 

粘着明示ﾃｰﾌﾟ 

必要数(ｍ) 

埋設標識 

ｼｰﾄ(ｍ) 
諸雑費 

７５以下  

 

 

 

 

 

 

 

2-3-5フランジ継手 

歩掛表 

（7.5K、10K） 

 

 

 

 

 

 

 

０.６ １.２ １.０ 

労務費 

の１％ 

１００ ０.６ １.５ １.０ 

１５０ ０.６ ２.１ １.０ 

２００ ０.６ ２.８ １.０ 

２５０ ０.６ ３.４ １.０ 

３００ ０.６ ４.１ １.０ 

３５０ ０.６ ４.７ １.０ 

４００ ０.６ ５.３ １.０ 

４５０ ０.６ ６.０ １.０ 

５００ ０.６ ６.６ １.０ 

６００ ０.６ ７.９ １.０ 

７００ ０.６ ９.２ １.０ 

８００ ０.６ １０.５ １.０ 

９００ ０.６ １１.８ １.０ 

１,０００ ０.６ １３.１ １.０ 

１,１００ ０.６ １４.４ １.０  

備考 1．ポリエチレンスリーブ、粘着明示テープ、埋設標識シートの設置手間も上記歩掛に含

む。 

2. フランジ継手部の既設ボルト・ナットは入れ替えることを標準としている。 

3. フランジ継手の接合時に、耐震型補強金具（フランジ固定金具）を同時に設置する場

合、本労務の歩掛を７０％増しとする。本歩掛表を超える呼び径については、別途

考慮すること。 

4. 既設フランジ継手へ耐震型補強金具（フランジ固定金具）を設置する場合、本労務の

歩掛の７０％を計上する。また、同時に既設フランジボルトを取り替える場合の既

設管のボルト取替費は、下記の計算式で算出する。 

  取替ボルト数（本）/本表のボルト数（本）×本労務の歩掛 

5. 諸雑費には、滑材、接合器具損料を含む。 
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2-3-13 ポリエチレンスリーブ被覆歩掛表 

第 13表                    （１００ｍ当り）〔実務必携、局〕 

呼び径 

（㎜） 

労 務 費（人） ポリエチレン 

スリーブ 

必要数（ｍ） 

粘着明示テープ 

必要長（ｍ） 配管工 普通作業員 

７５以下  

 

 

 

 

 

 

 

実務必携 

のとおり 

 

 

 

実務必携 

のとおり 

１２５．０ 

５１.０ 

１００ ６１.２ 

１５０ 

１２０．０ 

８３.６ 

２００ １０４.０ 

２５０ １２６.５ 

３００ 

１１６．７ 

１４７.９ 

３５０ １６８.３ 

４００ 

実務必携に 

「０． ０４」 

を加算 

２９０.４ 

４５０ ３１０.８ 

５００ 

１２５．０ 

３３２.９ 

６００ ３７５.４ 

７００ ４１７.９ 

８００ ４６０.４ 

９００ ５０４.６ 

１,０００ ５４７.１ 

１,１００ ５８９.６ 

１,２００ ６３２.１ 

１,３５０ ６９６.７ 

１,５００ ７５９.６ 

備考 １．呼び径１００㎜以下は管長４ｍ、呼び径２５０㎜以下は管長５ｍ、呼び径１,５

００㎜以下は管長６ｍについての歩掛である。 

２．呼び径４００ｍｍから１，５００ｍｍについては、粘着明示テープによる天端明

示作業に必要な普通作業員及び粘着明示テープが含まれる。 
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第５節 硬質塩化ビニル管布設工 

  2-5-5 硬質塩化ビニル管（メカニカル継手）布設歩掛表 

   2-6-3 ポリエチレン管（メカニカル継手）布設歩掛表を適用する。 
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第８節 管切断工 

2-8-2 鋳鉄管切断歩掛表  

第 2-1表（パイプ切削切断機使用）（１口当り）〔実務必携、局〕 

呼び径 

（mm） 

特殊作業員 

（人） 

普通作業員 

（人） 

機械損料 

（日） 
諸雑費 

実務必携のとおり 

 

備考 １. 歩掛は、２０ｍ程度の現場内小運搬を含む。 

 ２. 諸雑費には、燃料、カッター刃の損耗費及び塗装の補修費を含む。 

 ３．撤去管は別途歩掛あり。 

４．本表は、Ｓ形・ＳⅡ形・ＫＦ形・ＮＳ形（呼び径５００～１，５００mm）

の溝切り加工のみ行う場合にも適用する。 
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第９節 弁類及び消火栓設置工 

本節において本基準書と実務必携に同様の歩掛表がある場合は本基準書を標準とする。 

2-9-2 空気弁及び空気弁座設置歩掛表 

2-9-2-1フランジ形空気弁設置歩掛表 

第 6-1表              （１基当り）〔実務必携、局〕 

方法 呼び径（㎜） 配管工(人) 普通作業員（人） 諸雑費 クレーン運転時間（ｈ） 

 人力 

 施工 

１３～２５ ― ０.０５ 

労務費 

の１％ 

― 

５０ ０.０５ ０.１６ ― 

  

 機械 

 施工 

７５ ０.０３ ０.０５ ０．４０ 

１００ ０.０３ ０.０５ ０．４０ 

１５０ ０.０５ ０.０８ ０．５７ 

２００ ０.０６ ０.１０ ０．７３ 

備考 1．歩掛は、２０ｍ程度の現場内小運搬、据付を含む。 

2．補修弁の据付を含む。 

3．フランジ接合は含まれていない。 

4. クレーン付トラックは、４t積、２．９t吊り。 

5. 撤去歩掛は、上記歩掛に補正係数０．６を乗じて算出する。 

6. 諸雑費には接合器具損料を含む。 

 

2-9-2-2 空気弁設置歩掛表（分岐サドル使用）〔実務必携、局〕 

本基準書第二編 1-4-2サドル分水栓建込み歩掛表を準用すること。 

 

2-9-3 消火栓設置歩掛表 

原則として、機械施工とするが現場の状況に応じて人力施工としてもよい。 

第 7-1表 消火栓設置歩掛     （１基当り）〔実務必携、局〕 

種  別 
配管工 

（人） 

普通作業員 

（人） 

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 

運転時間(h) 
諸雑費 

人 単口 ０.０６ ０.２０ 
－ 

労務費 

の１％ 

力 双口 ０.１３ ０.３０ 

機 単口 ０.０２ ０.０４ 
０.３１ 

械 双口 ０.０３ ０.０５ 

備考 1．歩掛は、２０ｍ程度の現場内小運搬、据付を含む。ただし、フランジ接合は

含まない。 

2．補修弁の据付を含む。 

3．クレーン付トラックは４ｔ積、２.９ｔ吊とする。 

4. 撤去歩掛は、上記歩掛に補正係数０．６を乗じて算出する。 
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5．諸雑費には、接合器具損料を含む。 

 

2-9-5-1 仕切弁・空気弁ボックス設置歩掛表（レジンコンクリートボックス） 

第 9-1表 鉄蓋設置歩掛表                        （１個当り）〔実務必携、局〕 

種類 
寸 法 

（ｍｍ） 

１個当り質量 

（ｋｇ） 

普通作業員 

（人） 

円
形 

１号 ２５０ 
３０ｋｇ未満 

０．０６ 

３号 ５００ ０．１０ 

備考 1. 本表は、レジンコンクリートボックスにおける水道用円形鉄蓋の設置に適用し、

種類ごとの寸法及び質量が近似する鉄蓋の設置についても適用できるものとする。 

2. 円形鉄蓋の寸法は、受枠のフランジ内径とする。 

3. 撤去歩掛は、上記歩掛に補正係数０．６を乗じて算出する。 

4. 歩掛は、２０ｍ程度の現場内小運搬を含む。 
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第１０節 既設管撤去工 

2-10-2 既設管撤去切断歩掛表 

撤去管の切断歩掛は、次表の補正対象歩掛に補正係数を乗じて算出する 

第 1表 〔実務必携、局〕 

撤去管 
補正対象歩掛 補正係数 

材質 呼び径 

鋳鉄管（FC） 

   350mm以下 「鋳鉄管切断歩掛表」 ０.２５ 

   400mm以上 

2,000mm以下 
「鋳鉄管切断歩掛表」 ０.３５ 

ダクタイル鋳鉄管 

（FCD） 

  350mm以下 「鋳鉄管切断歩掛表」 ０.２７ 

400mm以上 

2,000mm以下 
「鋳鉄管切断歩掛表」 ０.４６ 

硬質塩化ビニル管 75mm以上 
「硬質塩化ビニル管切断歩掛

表」 
０.２５ 

配水用ポリエチレン管 75mm以上 「ポリエチレン管切断歩掛表」 ０.２５ 

鋼管 

(STW290･370･400) 
350mm以下 「鋼管切断歩掛表」 ０.２５ 

鋼管 

(STW400･400B) 

400mm以上 

1,000mm以下 
「鋼管切断歩掛表」 ０.３５ 
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第１３節 その他 

2-13-1 鋳鉄管補修継手工歩掛表 （１組当り）〔局〕 

呼び径（㎜） 

鋳鉄管補修金具(大) 鋳鉄管補修金具(小) 

配管工 

(人) 

普通作業員

(人) 

配管工 

(人) 

普通作業員

(人) 

７５ ０．３１ ０．２７ ０．２４ ０．１０ 

１００ ０．５１ ０．４８ ０．２５ ０．２４ 

１２５－１５０ ０．５７ ０．５５ ０．２９ ０．２８ 

２００ ０．６０ ０．５７ ０．３１ ０．２８ 

２５０ ０．６１ ０．５９ ０．３１ ０．３０ 

３００ ０．６４ ０．６２ ０．３２ ０．３１ 

３５０ ０．７５ ０．７２ ０．５０ ０．２９ 

４００ ０．７７ ０．７８ ０．５１ ０．３２ 

４５０ ０．８０ ０．８０ ０．５２ ０．３２ 

５００ ０．８４ １．０１ - - 

 

2-13-2 ビニル管補修継手工歩掛表 （１組当り）〔局〕 

呼び径（㎜） 

鋳鉄管補修金具(大) 鋳鉄管補修金具(小) 

配管工 

(人) 

普通作業員

(人) 

配管工 

(人) 

普通作業員

(人) 

４０ ０．２３ ０．１０ ０．１２ ０．１０ 

５０ ０．３８ ０．１０ ０．１９ ０．１０ 

７５ ０．３９ ０．２０ ０．２０ ０．１８ 

１００ ０．４１ ０．２０ ０．２２ ０．１８ 

１５０ ０．６０ ０．３０ ０．４５ ０．２２ 

 

2-13-3 VCジョイント継手工歩掛表(1組当り)〔局〕 

  2-6-3 ポリエチレン管（メカニカル継手）布設歩掛表及び 2-3-3 メカニカル継 

手歩掛表を適用し、それぞれ 1口計上するものとする。 

 

2-13-4 フランジ短管設置歩掛表 （１か所当り）〔局〕 

呼び径（㎜） 配管工（人） 普通作業員（人） 

７５ ０.０４ ０.０７ 

１００ ０.０４ ０.０７ 

１５０ ０.０６ ０.０９ 

備考 1．歩掛は、２０ｍ程度の現場内小運搬、据付を含む。 



 

 

1-20  

 

2．フランジ接合は含まれていない。 

3. 撤去歩掛は、上記歩掛に補正係数０．６を乗じて算出する。 

 

2-13-5 仕切弁用ボックス（コンクリートブロック）据付工歩掛表（円形）（１個当り）

〔局〕 

名 称 形状寸法 普通作業員(人) 重量(㎏) 

仕切弁用ボックスＡ(鉄蓋小） Ｈ２００ ０.０３ ５０  

仕切弁用ボックスＡ(鉄蓋大） Ｈ２００ ０.０４ ６７  

仕切弁用ボックスＢ φ２５０ Ｈ３０ ０.０１ １  

φ２５０ Ｈ５０ ０.０１ ６  

φ２５０ Ｈ１００ ０.０１ １７  

φ２５０ Ｈ１５０ ０.０２ ２５  

φ２５０ Ｈ２００ ０.０２ ２８  

φ２５０ Ｈ３００ ０.０３ ３８  

φ３２０ Ｈ３０ ０.０１ ２  

φ３２０ Ｈ５０ ０.０１ ４  

φ３２０ Ｈ１００ ０.０２ ２３  

φ３２０ Ｈ１５０ ０.０２ ２７  

φ３２０ Ｈ２００ ０.０２ ３７  

φ３２０ Ｈ３００ ０.０３ ５０  

仕切弁用ボックス勾配Ｂ φ２５０ ３％ ０.０１ ４  

φ２５０ ５％ ０.０１ ５  

φ３２０ ３％ ０.０１ ６  

φ３２０ ５％ ０.０１ ７  

仕切弁用ボックスＣ(下段) φ２５０×φ３２０ Ｈ１５０ ０.０２ ２９  

φ２５０×φ３２０ Ｈ３００ ０.０３ ４２  

φ３２０×φ４５０ Ｈ１５０ ０.０３ ４０  

φ３２０×φ４５０ Ｈ３００ ０.０４ ６４  
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備考 1．歩掛は、２０ｍ程度の現場内小運搬を含む。 

2．仕切弁用ボックスＣ(中段)は仕切弁用ボックスＣ(下段)と同じとする。 

3. 撤去歩掛は、上記歩掛に補正係数０．６を乗じて算出する。 

 

2-13-6 スラブ据付歩掛表 （１か所当り）〔局〕 

 

 

 

 

 

 

 

備考  撤去歩掛は、上記歩掛に補正係数０．６を乗じて算出する。 

 

2-13-7 仕切弁用ボックス標準セット歩掛表 （1か所当り）〔局〕 

 

 

 

 

 

備考 1. 本表は標準を示したもので、現場の状況に応じて割増することができる

2. 撤去歩掛は、上記歩掛に補正係数０．６を乗じて算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称 形状寸法（ｍｍ） 普通作業員(人) 重量(㎏) 

スラブ６０ ６００×２５０ (２枚組) ０.０３ ４２  

スラブ８０ ８００×３００ (２枚組) ０.０５ ７２  

スラブ９０ ９００×３００ (２枚組) ０.０６ ８７  

スラブ１００ １０００×４００ (２枚組) ０.０９ １３０  

呼び径(mm) 普通作業員(人) 

φ７５～φ１００ ０.１１ 

φ１５０～φ４００ ０.１５ 
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2-13-8 消火栓用(空気弁用)ボックス（コンクリートブロック）据付歩掛表（角形） 

（１個当り）〔局〕 

名称 
形 状 寸 法 

（ｍｍ） 

普通作業員

（人） 

重量 

(㎏) 

単口消火栓用ボックスＡ(鉄蓋小) ３６０×４６０ Ｈ２００ ０.０７ １１１ 

双口消火栓用ボックスＡ(鉄蓋大) ４８０×６８０ Ｈ２００ ０.１２ １８７ 

単口消火栓(空気弁)用ボックスＢ 

３６０×４６０ Ｈ３０ ０.０１ ３ 

３６０×４６０ Ｈ５０ ０.０１ ９ 

３６０×４６０ Ｈ１００ ０.０２ ２６ 

３６０×４６０ Ｈ２００ ０.０３ ５２ 

双口消火栓(空気弁)用ボックスＢ 

４８０×６８０ Ｈ３０ ０.０１ １５ 

４８０×６８０ Ｈ５０ ０.０２ ２４ 

４８０×６８０ Ｈ１００ ０.０３ ４７ 

４８０×６８０ Ｈ２００ ０.０６ ８９ 

単口消火栓(空気弁)用ボックス 

勾配Ｂ 

３６０×４６０ 長辺３％ ０.０１ ９ 

３６０×４６０ 長辺５％ ０.０１ ９ 

３６０×４６０ 短辺３％ ０.０１ ９ 

３６０×４６０ 短辺５％ ０.０１ ９ 

単口消火栓(空気弁)用ボックスＣ ３６０×４６０ Ｈ２００ ０.０５ ６８ 

双口消火栓(空気弁)用ボックスＣ ４８０×６８０ Ｈ２００ ０.０７ １１０ 

空気弁用ボックスＡ(鉄蓋小) ３６０×４６０ Ｈ２００ ０.０７ １０９ 

空気弁用ボックスＡ(鉄蓋大) ４８０×６８０ Ｈ２００ ０.１２ １７６ 

備考 1. 歩掛は、２０ｍ程度の現場内小運搬を含む。 

2. スラブ据付工の歩掛は「2-13-7 スラブ据付歩掛表」を使用する。 

3. 撤去歩掛は、上記歩掛に補正係数０．６を乗じて算出する。 

  



 

 

1-23  

 

第５章 その他歩掛 

第１節 通水試験工 

φ300 以下の配水管布設工事における通水試験工の積算条件を以下に定める。なお、φ350 以上の工

事については、工事毎の積算条件に応じ実務必携に基づいた積算を行うこと。 

① 給水車は使用しない。 

② 通水試験距離(m)は、配水管布設工の総延長（工事概要記載の布設工の合計延長。配水用ポリ

エチレン管以外のφ50以下を除く）とする。 

③ 配水管布設工の延長による取り扱いは以下のとおりとする。 

a. 通水試験距離が 500mに満たない場合、次式により算出する。 

通水試験（日）＝通水試験距離／500 （小数第 3位四捨五入） 

b. 通水試験距離が 500m以上 2,000m以内の場合、通水試験（日）は「1.00」を計上する。 

c. 通水試験距離が 2,000ｍを超過する場合は、上記 a.と b.を基に加算する。 

 



     

2-1 

第二編 参考資料 
第１章 参考歩掛 

第１節 管路土工 

 
1-1-1 管路掘削歩掛表 

(1) 適用範囲 

 1)については実務必携を適用する。 

2)地山、路盤、路床の掘削積み込みに適用する。 

 

1-1-6 発生土処理歩掛表 

(1) 適用範囲 

本歩掛は、水道工事の管路開削工事の土工より発生した土砂をバックホウ

により直接掘削積込し、ダンプトラックで処分地まで運搬する場合に適用す

る。また路盤材においても適用する。 

(2)～(4) については実務必携を適用する。 
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第４節 飲料水供給施設工 

1-4-2 サドル分水栓建込み歩掛表 

第１表                 （１か所当り）〔実務必携、局〕 

配水管 13 20 25 30 40 50 

実務必携のとおり 

備考 1．建込み工には、せん孔、分水栓の取付け(サドル付分水栓の取付け含む)、防

食フィルム（ポリエチレンスリーブも同じ）被覆、及び分水栓ユニオンニッ

プル継手の工種が含まれている。 

   2. 表内のポリエチレン管とは配水用ポリエチレン管であり、ポリエチレン 2 層

管から分岐する建込みはビニル管を適用する。 

 3．鋳鉄管の諸雑費には、電動式穿孔機を使用する場合に適用し、燃料、機械器

具損料及び損耗費等を含む。 

 4．ビニル管・ポリエチレン 2 層管及び配水用ポリエチレン管の諸雑費には、工

具損料及び損耗費等を含む。 

 

1-4-2-1 分岐サドル取付工歩掛表         （１か所当り）〔局〕 

呼び径（㎜） 配管工（人） 普通作業員（人） 

５０ ０．０３ ０．０３ 

７５ ０．０４ ０．０４ 

１００ ０．０５ ０．０６ 

１５０ ０．０７ ０．０８ 

２００ ０．０８ ０．０８ 

２５０ ０．１１ ０．１１ 

３００ ０．１２ ０．１３ 

備考 1．すべての管種に適用する。 

 

1-4-2-2 分岐サドル取外し工歩掛表     （１か所当り）〔局〕 

呼び径（㎜） 配管工（人） 普通作業員（人） 

５０ ０．０２４ ０．０３２ 

７５ ０．０３２ ０．０４８ 

１００ ０．０４８ ０．０４８ 

１５０ ０．０５６ ０．０８０ 

２００ ０．０７２ ０．０９６ 

２５０ ０．０８０ ０．１２８ 

３００ ０．０９６ ０．１２８ 

備考 1．すべての管種に適用する。 
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1-4-2-3 サドル付分水栓閉止工歩掛表（１か所当り）〔実務必携準用、局〕 

呼び径 

（㎜） 
配管工（人） 普通作業員（人） 諸雑費 

１３ 

第一編 2-6-1 ポリエチレン管継手工準用 

２０ 

２５ 

３０ 

４０ 

５０ 

備考 諸雑費には、接合器具損料を含む。 
 

1-4-2-4 甲型分水栓閉止工歩掛表（１か所当り）〔局〕 

呼び径 

（㎜） 
配管工（人） 普通作業員（人） 

１３ ０．０４５ ０．０２０ 

２０ ０．０５０ ０．０２０ 

２５ ０．０５５ ０．０２０ 

 

1-4-2-5 甲型分水栓開閉工歩掛表（１か所当り）〔局〕 

呼び径 

（㎜） 
配管工（人） 普通作業員（人） 

１３ ０．０４０ ０．０１５ 

２０ ０．０４５ ０．０１５ 

２５ ０．０５０ ０．０１５ 

 

1-4-4 止水栓取付け歩掛表  

第 3表           （１か所当り）〔実務必携、局〕 

呼び径 

（㎜） 

配管工 

（人） 

普通作業員 

（人） 
諸雑費 

１３ ０.０３ ０.０１ 

労務費の 

１％ 

２０ ０.０４ ０.０１ 

２５ ０.０５ ０.０１ 

３０ ０.０７ ０.０１ 

４０ ０.０７ ０.０２ 

５０ ０.０８ ０.０２ 

備考 1．止水栓本体の据付工、及び両側の継手工を含む。 

2．止水栓筐の取付けを含まない。 

3．諸雑費には、接合器具損料を含む。  
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1-4-7、1-4-8 量水器取付け歩掛表  

第 6表・第 7表              （１か所当り）〔実務必携、局〕 

呼び径 

（㎜） 

取付工 附帯配管工 

特殊作業員 

（人） 
配管工 

（人） 

普通作業員 

（人） 
諸雑費 

配管工 

（人） 

普通作業員 

（人） 

１３ 

(0.10) 

０.１１ ０.０４ 

労務費の 

１％ 

－ － 

２０ ０.１３ ０.０４ － － 

２５ ０.１７ ０.０６ － － 

３０ ０.２２ ０.０７ － － 

４０ ０.２６ ０.０９ － － 

５０ ０.１５ ０.２９ － ０.４２ ０.４２ 

７５ ０.１９ ０.３５ － ０.３２ ０.３２ 

１００ ０.５７ ０.５７ － ０.４２ ０.４２ 

１５０ ０.７４ ０.７４ － ０.７５ ０.７５ 

備考 １．取付工には、量水器本体の据付け及び両側の継手工（ねじまたはフラン

ジ接合）を含み、量水器筐の取付け歩掛は含まない。 

２．φ４０以下はねじ込み接合とし、諸雑費には接合器具損料を含む。 

φ５０以上はフランジ接合とする。 

３．遠隔式、電磁流量計、ベンチュリー式タービンメータ等特殊メータにつ

いては（）の特殊作業員をあわせて計上する。 

４．遠隔式、電磁流量計の指示計、記録計、積算計等の据付調整作業は、別

途計上する。 

５．附帯配管工は必要な場合のみ計上し、附帯配管工には、量水器前後の

据付工、継手工、ポリエチレンスリーブ被覆工を含む。 

５．砕石敷き均し、底板取付け、土留め板取付けの費用を含む。 

６．砕石の材料費は別途計上すること。 

 

1-4-10-1 鉛管継手工歩掛表（冷間継手） 

 実務必携 2-6-1 ポリエチレン管布設歩掛表の継手工を適用する。 

 

 

1-4-10-2 ユニオン及びニップル継手工歩掛表 （１０か所当り）〔局〕 

呼び径（㎜） 配管工（人） 普通作業員（人） 

１３ ０.１２ ０.１０ 

２０ ０.１３ ０.１０ 

２５ ０.１５ ０.１０ 

３０ ０.１７ ０.１０ 

４０ ０.２０ ０.１５ 

５０ ０.２５ ０.１５ 
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1-4-10-3 止水栓上部取替工歩掛表 （１か所当り）〔局〕 

呼び径（㎜） 配管工（人） 普通作業員（人） 

１３ ０．０２５ ０．０１０ 

２０ ０．０２５ ０．０１０ 

２５ ０．０３０ ０．０１３ 

３０ ０．０３５ ０．０１５ 

４０ ０．０４５ ０．０２０ 

５０ ０．０４５ ０．０２８ 

 

1-4-10-4 止水栓ボックス及び量水器ボックス設置工歩掛表（１０か所当り）〔局〕 

種      別 普通作業員（人） 

止水栓ボックス Ａ・Ｂ  ０.４０ 

止水栓ボックス Ｃ  ０.１６ 

量水器ボックス（呼び径２５㎜以下用）  ０.６０ 

量水器ボックス（呼び径３０、４０㎜用）  ０.９０ 

量水器ボックス（呼び径５０㎜用） １９.５０ 

量水器ボックス（呼び径７５㎜用） ２９.６０ 

量水器ボックス（呼び径１００㎜用） ４６.１０ 

量水器ボックス（呼び径１５０㎜用） ４６.１０ 

備考 １．砕石敷き均し、底板取付け、土留め板取付けの費用を含む。 

２．材料費は別途計上すること。ただし、呼び径５０㎜以上につ  

いては量水器鉄蓋を除く材料費として労務費の２０％を諸雑

費として計上すること 

３．撤去については、本表の５０％を計上すること 

 

1-4-10-5 断水器コマ設置工歩掛表 （１０か所当り）〔局〕 

呼び径（㎜） 配管工（人） 普通作業員（人） 

１３ ０.３０ ０.０５ 

２０ ０.４０ ０.１０ 

２５ ０.５０ ０.２０ 

３０ ０.６０ ０.３０ 

４０ ０.７０ ０.４０ 

５０ ０.８０ ０.５０ 

備考 撤去については、本表の５０％を計上すること。 
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1-4-10-6 止水工（矢）歩掛表（１か所当り） 

呼び径（㎜） 配管工（人） 普通作業員（人） 

１３ ０．１３ ０．０８ 

２０ ０．１７ ０．１３ 

２５ ０．２１ ０．１９ 

３０ ０．２５ ０．２１ 

４０ ０．３８ ０．３８ 

５０ ０．５０ ０．５０ 
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第３章 その他 

第１節 仮設配管工の積算 

3-1-3 積算方法 

積算にあたっては本基準書及び実務必携第一編第 2章開削工歩掛を用いる。 

転用方式で用いる配管材は原則としてポリエチレン 2層管とする。 

配管材の撤去については、再使用しない場合には設置の 30％、再使用する場合に

は 40％を計上することを標準とする。 

配管材を転用方式により再使用を行う場合には 3 回を標準とする。したがって材

料費を損料積算する場合は、材料単価を使用回数で除した金額（１円までとし、１円

未満は切り捨てる）を損料として積算するものとする。 
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第２節 交通誘導警備員等 

3-2-1適用範囲 

市基準を適用する 。 

3-2-2計上区分 

市基準を適用する 。 
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第３節 家屋調査等 

3-3-1 経費を算出する際の係数について 

経費を算出する際の係数（α/（１－α）など）は、パーセント表示の小数第２

位（小数第３位四捨五入）としている。 

3-3-2 家屋調査（外周構造物）の積算 

3-3-2-1適用範囲 

対象物件は、影響範囲がブロック塀・門柱・土間コンクリート等。外周構造物の

みの調査を行う場合に適用する。 

3-3-2-2調査歩掛 

(1)事前調査 

下水道設計指針【工事編】（大阪府都市整備部下水道室）を適用し、規模は 70m2

以上 130m2未満を標準としている。 

(2)事後調査 

事前調査と同じ。 

 

3-3-3 家屋調査（一般建物）の積算 

3-3-3-1適用 

本調査費は建物等の内部に立入り専門家による詳細な調査を行う必要がある工

事について適用し、軽微な調査については現場管理費の範囲とする。 

3-3-3-2調査歩掛 

(1)事前調査 

建設工事積算基準(大阪府都市整備部)の地盤変動影響調査等における事前調査

を適用し、木造建物Ａ(70m2以上 130m2未満)を標準とする。 

(2)事後調査 

建設工事積算基準(大阪府都市整備部) の地盤変動影響調査等における事後調査

を適用し、木造建物Ａ(70m2以上 130m2未満)を標準とする。 

 

3-3-4 家屋調査（一般建物（外部のみ））の積算 

3-3-4-1適用 

本調査費は 3-3-3家屋調査（一般建物）において建物等の内部の調査を拒否され

たものについて適用し、軽微な調査については現場管理費の範囲とする。 

3-3-4-2調査歩掛 

(1)事前調査 

建設工事積算基準(大阪府都市整備部)の地盤変動影響調査等における事前調査

を適用し、木造建物Ａ(70m2以上 130m2未満)を標準とし歩掛は 60％に補正する。な

お端数処理については小数第 3位までとし、4位以下を四捨五入する。 
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(2)事後調査 

建設工事積算基準(大阪府都市整備部) の地盤変動影響調査等における事後調査

を適用し、木造建物Ａ(70m2以上 130m2未満)を標準とし歩掛は 60％に補正する。な

お端数処理については小数第 3位までとし、4位以下を四捨五入する。 
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第三編 設計業務委託標準歩掛 
第１章 積算基準 

第１節 設計業務等積算基準 

1-1-3 業務委託料の積算 

(1)については実務必携を適用する。 

 (2)各構成要素の算定 

1) については実務必携を適用する。 

2)直接経費 

直接経費は、実務必携に基づいて必要額を積算するものとする。ただし旅費

交通費については原則として市基準による。 

3)～5)については実務必携を適用する。 
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参考資料 

第１節 総則 

(1)設計等における数値の扱い 

1)については実務必携を適用する。 

2)端数処理の方法 

①～⑥については実務必携を適用する。 

⑦業務価格 

業務価格は、1,000円単位とする。1,000円単位での調整は諸経費又は一般管理

費等で行う。なお、複数の諸経費又は一般管理費等を用いる場合であっても、各々

の諸経費又は一般管理費等で端数調整（1,000円単位で切捨て）するものとする。

ただし、単価契約は除くものとする。 
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第２章 配水管設計歩掛 
第１節 開削工法 

2-1-1 基本歩掛 

2-1-1-3 給水管 

第１表 （100か所当り） 

職種 

 

作業内容 

主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技術員 

設 計 協 議 （第２表 設計協議基本歩掛により別途積算計上） 

現 地 調 査 ―― ―― ―― ―― ―― 

設 計 計 画 （備考 3、備考 9から必要により第３表の歩掛を計上） 

各 種 計 算 （備考 4、備考 9から必要により第３表の歩掛を計上） 

図 面 作 成 ―― ―― ―― 0.5 1.5 

数 量 計 算 ―― ―― ―― 0.5 1.5 

審 査 ―― ―― ―― ―― ―― 

計 （ 参 考 ） ―― ―― ―― 1.0 3.0 

備考 1. 送配水管設計業務に付随する給水管設計業務に適応する。 

2. 「現地調査」は、送配水管設計業務に含まれる。 

3. 「設計計画」は、設計路線の工法比較、構造計画、仮設比較とその施行計画

を含む。 

4. 「各種計算」は、構造計算、仮設計算等を含む。 

5. 「図面作成」は、位置図、平面図、縦断面図、詳細図（平面、縦断、横断図

等）、構造図及び工事占用申請に必要な図面とする。 

6. 「数量計算」は、工事に必要な全ての計算で、数量計算書を作成する。 

7. 「審査」は、送配水管設計業務に含まれる。 

8. 上記作業内容で必要のない項目は除外する。 

9. 対象箇所数は送配水管設計業務に付随する給水管設計箇所数とする。ただし、

委託設計箇所の中に伏越工を含む場合などで、「設計計画」及び「各種計算」が

必要となる場合は、第３表から当該箇所数に相当する歩掛を加算する。 

10. 設計条件等による補正は原則としておこなわない。 
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第２表 設計協議基本歩掛 （１業務当り）（単位 人） 

作業内容 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員 備考 

第 1 回打合せ ― ― ― ― ― ― 

中 間 打 合 せ ― ― 0.5 ― ― １回当り 

最 終 打 合 せ ― ― ― ― ― ― 

注意 中間打合せの回数は、設計業務の主要な区切りにおいて決定する。ただし、第

１回打合せ及び最終打合せは送配水管設計業務に含まれる。 

 

第３表 （100 か所当り） 

職種 

 

作業内容 

主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員 

設 計 計 画 ― ― ― ― 1.5 

各 種 計 算 ― ― ― ― 2.0 

計 （ 参 考 ） ― ― ― ― 3.5 
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第６節 その他 

6-1-1-1 舗装復旧工事設計歩掛 

(1)舗装復旧工事詳細設計 

与えられた平面図に基づいて現地照査し、舗装復旧設計書(図面含む)作成業務に

適用する。 

①基本歩掛 

（１km当り） 

職種 

 

作業内容 

直接人件費 労務費 

備 考 主任 技師 技師 技師 技術

員 
製図工 

技師 （A） （B） （C） 

設 計 計 画 0.5 0.3 0.3 ― ― ―  

現 地 踏 査 0.5 0.5 0.5 1.0 ― ―  

平 面 図 ― ― ― 0.5 0.5 0.5  

小構造物設計 ― ― ― 0.5 0.5 0.5 必要に応じ計上 

数 量 計 算 ― ― 0.5 1.0 1.0 0.5  

照 査 0.3 ― ― ― ― ―  

計 1.3 0.8 1.3 3.0 2.0 1.5  

備考 1.現地踏査に必要なライトバン運転は別途計上する。（1,500cc、30㎞/ｈ、オー

ナー運転） 

2. 図面作成は別途積算するものとする。 

3. 小構造物（ブロック又は石積、側溝、小規模な重力式擁壁等、力学計算を必

要とせず従来の技術的経験から設計できるもの）については必要に応じて計上

するものとする。 

4. 市街地、幅員等による補正は原則として行なわない。 

 

②設計協議基本歩掛 

区  分 設計協議回数 
構成人員 

主任技師 技師（B） 

第１回打合せ １ 1.0人 1.0人 

中間打合せ １ － 1.0人 

成果品納入時 １ 1.0人 1.0人 

備考 1.上記は標準の場合の設計協議回数であり、内容、規模等により適宜判断のう

え計上するものとする。 

2.設計協議の歩掛は、業務の内容、規模、設計協議に要する往復の拘束時間及

び資料整理のために要する時間を考慮して、0.5人／回まで減じることができ

るものとする。 
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(2)その他 

①現場立会基本歩掛 

（１日当り） 

職種 

 

作業内容 

直接人件費 

技師（A） 技師（B） 

現場立会 1.0人 1.0人 

道路管理者等と舗装本復旧範囲の決定等に必要な立会に適用し、原則として

0.5日単位で計上するものとする。 

 

②連絡車（ライトバン）運転費 

設計業務等標準積算基準書（参考資料）を参照 

 

 


